
 

 
 

  

  

発注関係事務の運用に関する指針 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年１月 30 日 

 

公共工事の品質確保の促進に関する 

関係省庁連絡会議

 

DHNKAN_7007
タイプライターテキスト
参考資料４

DHNKAN_7007
テキストボックス



 

1 
 

Ⅰ．本指針の位置付けについて 

 

本指針は、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成１７年法律第１８号）第２２

条の規定に基づき、同法第３条に定める現在及び将来の公共工事の品質確保並びにその担

い手の中長期的な育成及び確保等の基本理念にのっとり、公共工事の発注者（以下「発注

者」という。）を支援するために定めるものである。各発注者が、同法第７条に規定する

「発注者の責務」等を踏まえて自らの発注体制や地域の実情等に応じて発注関係事務を適

切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針として、発注関係事務の各段階で取り

組むべき事項や多様な入札契約方式の選択・活用について体系的にまとめたものである。 

各発注者に共通する重要課題であるダンピング受注（その請負代金の額によっては公共

工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結をいう。以下同じ。）の防止、入札不調・

不落への対応、社会資本の維持管理、中長期的な担い手の育成及び確保等に対して、各発

注者における発注関係事務の適切な運用を図ることを目的とする。 

また、国は、本指針に基づき発注関係事務が適切に実施されているかについて定期的に

調査を行い、その結果をとりまとめ、公表する。 

なお、本指針については、関係する制度改正や社会情勢の変化等により、必要に応じて

見直しを行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

※本文中の下線部は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第７条（発注者の責務）に規定されている事

項に関連する文章 
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Ⅱ．発注関係事務の適切な実施について 

１．発注関係事務の適切な実施 

各発注者は、発注関係事務（新設だけでなく維持管理に係る発注関係事務を含む。）

を適切に実施するため、（１）調査及び設計（２）工事発注準備（３）入札契約（４）

工事施工（５）完成後の各段階で、以下の事項に取り組む。 

 

（１）調査及び設計段階 

（事業全体の工程計画の検討等） 

関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続など、現場の実態に即した条件

（自然条件を含む。）を踏まえた事業全体の工程計画を検討するとともに、以降の各段

階において事業の進捗に関する情報を把握し、計画的な事業の進捗管理を行う。 

 

（調査及び設計業務の性格等に応じた入札契約方式の選択） 

調査及び設計業務の発注に当たっては、業務の性格等に応じ、適切な入札契約方式

を選択するよう努める。主な入札契約方式とそれぞれに相応しい業務の性格等は以下

のとおりである。なお、事業の性格等を踏まえ、設計と施工を一括して発注する設計・

施工一括発注方式などの契約方式の選択についても検討する。1）2） 

・価格競争方式 

一定の技術者資格、業務の経験や業務成績（以下「業務実績」という。）等を競

争参加資格として設定することにより品質を確保できる業務。 

・総合評価落札方式 

事前に仕様を確定することが可能であるが、競争参加者の提示する技術等によっ

て、調達価格の差異に比して、事業の成果に相当程度の差異が生ずることが期待で

きる業務。 

なお、業務の実施方針のみで品質向上が期待できる業務に加え、業務の実施方針

と併せて評価テーマに関する技術提案を求めることにより品質向上が期待できる業

務がある。 

・プロポーザル方式 

内容が技術的に高度な業務又は専門的な技術が要求される業務であって、提出さ

れた技術提案に基づいて仕様を作成する方が優れた成果を期待できるもの。 

 

なお、調査及び設計業務の入札契約方式の選択については、以上のほか、「Ⅲ．工

事の性格等に応じた入札契約方式の選択・活用について」に定める趣旨を踏まえて

適切に実施する。 

                        

参考 
1）「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン」（国土

交通省） 

2）「入札契約方式の適用に関するガイドライン（仮称）」（国土交通省作成） 
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（技術者能力の資格等による評価・活用等） 

＜技術者能力の資格等による評価・活用＞ 

保有する資格等により所要の知識・技術を備えていることが確認された技術者を

仕様書に位置付けることや、手持ち業務量に一定の制限を加えることなどの業務の

品質確保に向けた施策を検討し、それらの実施に努める。 

また、業務の性格等を踏まえ、業務実績など技術者や技術力等による評価や技術

提案などの評価を適切に実施するとともに、必要に応じて豊富な実績を有していな

い若手や女性などの技術者の登用も考慮して業務実績の要件を緩和するなど、競争

性の確保に留意しつつ、適切な競争参加資格の設定に努める。 
 

＜その他調査及び設計業務の品質確保＞ 

地域の実情を踏まえ、各発注者の調査及び設計業務の発注見通しについて地方ブ

ロックなど地区単位で統合して公表する取組の必要性を検討するよう努める。 

債務負担行為の積極的な活用、年度当初からの予算執行の徹底、年度末の業務の

集中を避けること等により、適正な履行期間を確保しつつ、発注・業務実施時期等

の平準化に努める。 

最新の技術者単価や適正な歩掛を適用するとともに、必要に応じて見積り等を活

用し適正な予定価格を設定する。 

ダンピング受注を防止するため、適切に低入札価格調査基準又は最低制限価格を

設定するなどの必要な措置を講ずる。 

必要な業務の条件（必要に応じて維持管理に係る条件を含めるものとする。）を

明示した仕様書等を適切に作成し、業務の履行に必要な設計条件等について受発注

者間で確認を行う。また、必要があると認められるときは、適切に仕様書等の変更

及びこれに伴い必要となる業務委託料や履行期間の変更を行う。 

受発注者間での業務工程の共有、受発注者の合同現地踏査による情報共有、速や

かかつ適切な回答の推進等に努め、業務内容に応じて、受注者の照査体制の確保、

照査の適切な実施について確認する。 

調査及び設計業務の適正な履行や品質を確保するため、発注者として指示・承

諾・協議等や給付の完了の確認を行うための検査を適切に行い、業務の完了後には、

業務評定結果を速やかに通知する。また、調査及び設計業務の成果を適切な期間保

存する。 

なお、調査及び設計業務の発注関係事務については「Ⅱ.１（１）調査及び設計段

階」に定めるほか、Ⅱ.１（２）～Ⅱ.１（６）の各段階における工事に関する記載

の趣旨を踏まえて適切に実施する。 
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（２）工事発注準備段階 

（工事の性格等に応じた入札契約方式の選択） 

工事の発注に当たっては、本指針を踏まえ、工事の性格や地域の実情等に応じた適

切な入札契約方式を選択するよう努める。1）自らの発注体制や地域の実情等により、

適切な入札契約方式の選択・活用の実施が困難と認められる場合は、国、都道府県や

外部の支援体制の活用に努める。 

 

（予算、工程計画等を考慮した工事発注計画の作成） 

地域の実情等を踏まえ、予算、工程計画、工事費等を考慮した工区割りや発注ロッ

トを適切に設定し、工事の計画的な発注に努める。 

 

（現場条件等を踏まえた適切な設計図書の作成） 

工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続などの進捗状況を

踏まえ、現場の実態に即した施工条件（自然条件を含む。）の明示等により、適切に設

計図書を作成し、積算内容との整合を図る。2） 

 

（適正利潤の確保を可能とするための予定価格の適正な設定） 

予定価格の設定に当たっては、公共工事の品質確保の担い手が中長期的に育成及び

確保されるための適正な利潤を、公共工事を施工する者が確保することができるよう、

適切に作成された設計図書に基づき、経済社会情勢の変化を勘案し、市場における労

務及び資材等の取引価格、施工の実態等を的確に反映した積算を行う。積算に当たっ

ては、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第１８条に定める建設工事の請負契約

の原則を踏まえた適正な工期を前提として、現場の実態に即した施工条件を踏まえた

上で最新の積算基準を適用する。3) 

積算に用いる価格が実際の取引価格と乖離しないよう、可能な限り最新の労務単価、

資材等の実勢価格を適切に反映する。積算に用いる価格が実際の取引価格と乖離して

いるおそれがある場合には、適宜見積り等を徴収し、その妥当性を確認した上で適切

に価格を設定する。さらに、最新の施工実態や地域特性等を踏まえて積算基準を見直

すとともに、遅滞なく適用する。 

また、適正な積算に基づく設計書金額の一部を控除して予定価格とするいわゆる歩

切りは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第７条第１項第１号の規定に違反す

ること等から、これを行わない。 

一方で、予定価格の設定に当たっては、経済社会情勢の変化の反映、公共工事に従

事する者の労働環境の改善、適正な利潤の確保という目的を超えた不当な引上げを行

                        

参考 
1）「入札契約方式の適用に関するガイドライン（仮称）」（国土交通省作成） 
2）「条件明示について」（国土交通省） 

3）「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」（国土交通省） 
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わない。 

 

（発注や施工時期等の平準化） 

地域ブロック毎に組織される地域発注者協議会や地方公共工事契約業務連絡協議会

等（以下「地域発注者協議会等」という。）を通じて、各発注者が連携し、発注者の取

組や地域の実情等を踏まえ、発注見通しについて地区単位等で統合して公表するよう

努める。また、債務負担行為の積極的な活用、年度当初からの予算執行の徹底、工事

完成時期の年度末への集中を避けることなど予算執行上の工夫や、建設資材や労働者

の確保等の準備のための工事着手までの余裕期間の設定といった契約上の工夫等を行

うとともに、工事の性格、地域の実情、自然条件、週休２日の確保等による不稼働日

等を踏まえた適切な工期を設定の上、発注・施工時期等の平準化に努める。 

 

 

（３）入札契約段階 

（適切な競争参加資格の設定、ダンピング受注の防止等） 

＜競争に参加する資格を有する者の名簿の作成に際しての競争参加資格審査＞ 

各発注者において設定する審査項目の選定に当たっては、競争性の低下につなが

ることがないよう留意する。 

また、法令に違反して社会保険等（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。

以下同じ。）に加入していない建設業者（以下「社会保険等未加入業者」という。）

を公共工事の元請業者から排除するため、定期の競争参加資格審査等で必要な措置

を講ずる。 

 

＜個別工事に際しての競争参加者の技術審査等＞ 

工事の性格、地域の実情等を踏まえ、工事の経験及び工事成績（以下「施工実績」

という。）や地域要件など、競争性の確保に留意しつつ、適切な競争参加資格を設定

する。その際、必要に応じて、災害応急対策、除雪、修繕、パトロールなどの地域

維持事業の実施を目的として地域精通度の高い建設業者で構成される事業協同組合

等（官公需適格組合を含む。）が競争に参加することができることとする方式を活用

する。 

施工実績を競争参加資格に設定する場合には、工事の技術特性、自然条件、社会

条件等を踏まえて具体的に設定し、施工実績の確認に当たっては、一定の成績評定

点に満たないものは実績として認めないこと等により施工能力のない建設業者を排

除するなど適切な審査に努める。 

また、必要に応じて豊富な実績を有していない若手や女性などの技術者の登用も

考慮して施工実績の要件を緩和することや、必要に応じて災害時の工事実施体制の
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確保の状況等を考慮するなど、競争性の確保に留意しつつ、適切な競争参加資格の

設定に努める。 

災害発生時に緊急随意契約による応急的な復旧工事の迅速な着手が可能となる

よう、平時より災害時の工事実施体制を有する建設業者等と災害協定を締結するな

どにより、建設業者を迅速に選定するための必要な措置を講ずるよう努める。 

また、暴力団員等がその事業活動を支配している企業、建設業法その他工事に関

する諸法令（社会保険等に関する法令を含む。）を遵守しない企業等の不良不適格業

者の排除の徹底を図る。 

 

＜ダンピング受注の防止、予定価格の事後公表＞ 

ダンピング受注を防止するため、適切に低入札価格調査基準又は最低制限価格を

設定するなどの必要な措置を講じ、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の適

切な活用を徹底する。低入札価格調査制度の実施に当たっては、入札参加者の企業

努力によるより低い価格での落札の促進と公共工事の品質の確保の徹底の観点から、

落札率（予定価格に対する契約価格の割合をいう。）と工事成績との関係についての

調査実績等も踏まえて、適宜、低入札価格調査基準を見直す。なお、低入札価格調

査の基準価格又は最低制限価格を定めた場合には、当該価格について入札の前には

公表しないものとする。 

予定価格については、入札前に公表すると、適切な積算を行わずに入札を行った

建設業者が受注する事態が生じるなど、建設業者の真の技術力・経営力による競争

を損ねる弊害が生じかねないこと等から、原則として事後公表とする。この際、入

札前に入札関係職員から予定価格に関する情報等を得て入札の公正を害そうとする

不正行為を抑止するため、談合等に対する発注者の関与を排除するための措置を徹

底する。 

なお、地方公共団体においては、予定価格の事前公表を禁止する法令の規定はな

いが、予定価格の事前公表を行う場合には、その適否について十分検討するととも

に、適切な積算を行わずに入札を行った建設業者がくじ引きの結果により受注する

など、建設業者の技術力や経営力による適正な競争を損ねる弊害が生じないよう適

切に取り扱うものとする。弊害が生じた場合には、速やかに事前公表の取りやめ等

の適切な措置を講じる。 

また、工事の入札に係る申込みの際、入札に参加しようとする者に対して入札金

額の内訳書の提出を求め、書類に不備（例えば内訳書の提出者名の誤記、工事件名

の誤記、入札金額と内訳書の総額の著しい相違等）がある場合には、原則として当

該内訳書を提出した者の入札を無効とする。 

 

（工事の性格等に応じた技術提案の評価内容の設定） 

発注者は、発注する工事の内容に照らして必要がないと認める場合を除き、競争に

参加しようとする者に対し技術提案を求めるよう努める。1） 

                        

参考 
1）「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」（国土交通省） 
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この場合、求める技術提案は必ずしも高度な技術を要するものであることが求めら

れるものではなく、技術的な工夫の余地が小さい一般的な工事においては、技術審査

において審査する施工計画の工程管理や施工上配慮すべき事項、品質管理方法等につ

いての工夫を技術提案として求めることも可能とする。 

競争に参加しようとする者に対し高度な技術等を含む技術提案を求める場合は、最

も優れた提案を採用できるよう予定価格を作成することができる。この場合、技術提

案の評価に当たり、中立かつ公正な立場から判断できる学識経験者の意見を聴取する。 

競争に参加しようとする者に対し技術提案を求める場合には、技術提案に係る事務

負担に配慮するとともに、工事の性格、地域の実情等を踏まえた適切な評価内容を設

定する。その際、過度なコスト負担を要する（いわゆるオーバースペック）と判断さ

れる技術提案は、優位に評価しないこととし、評価内容を設定する。 

技術提案の評価は、事前に提示した評価項目、評価基準及び得点配分に従い評価を

行うとともに、説明責任を適切に果たすという観点から、落札者の決定に際して、評

価の方法や内容を公表する。その際、技術提案が提案者の知的財産であることに鑑み、

提案内容に関する事項が他者に知られることのないようにすること、提案者の了承を

得ることなく提案の一部のみを採用することのないようにすること等その取扱いに留

意する。 

技術提案の評価において、提案内容の一部を改善することで、より優れたものとな

る場合等には、提案を改善する機会を与えることができる。この場合、透明性の確保

のため、技術提案の改善に係る過程の概要を速やかに公表する。なお、技術提案の改

善を求める場合には、特定の者に対してのみ改善を求めるなど特定の者だけが有利と

なることのないようにする。 

また、落札者を決定した場合には、技術提案について発注者と落札者の責任分担と

その内容を契約上明らかにするとともに、履行を確保するための措置や履行できなか

った場合の措置について契約上取り決める。 

 

（競争参加者の施工能力の適切な評価項目の設定等） 

総合評価落札方式における施工能力の評価に当たっては、競争参加者や当該工事に

配置が予定される技術者（以下「配置予定技術者」という。）の施工実績などを適切に

評価項目に設定するとともに、必要に応じて災害時の工事実施体制の確保の状況や近

隣地域での施工実績などの企業の地域の精通度や技能労働者の技能（登録基幹技能者

等の資格の保有など）等を評価項目に設定する。1） 

また、必要に応じて豊富な実績を有していない若手や女性などの技術者の登用も考

慮して、施工実績の代わりに施工計画を評価するほか、主任技術者又は監理技術者以

外の技術者の一定期間の配置や企業によるバックアップ体制を評価するなど、適切な

評価項目の設定に努める。 

工事の目的・内容、技術力審査・評価の項目や求める施工計画又は技術提案のテー

マが同一であり、かつ施工地域が近接する２以上の工事において、提出を求める技術

                        

参考 
1）「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」（国土交通省） 
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資料の内容を同一のものとする一括審査方式や、工事の性格、地域の実情等を踏まえ、

施工能力や実績等により競争参加者や技術者を評価する総合評価落札方式（施工能力

評価型総合評価落札方式）を活用することなどにより、競争参加者の負担の軽減に努

める。1） 

総合評価落札方式の実施方針や複数の工事に共通する評価方法を定める場合は、学

識経験者の意見を聴き、個別工事の評価方法や落札者の決定については、工事の内容

等を踏まえて、必要に応じて学識経験者の意見を聴く。地方公共団体における総合評

価落札方式に係る学識経験者の意見聴取については、地方自治法施行令（昭和２２年

政令第１６号）第１６７条の１０の２第３項等に定める手続により行う。 

必要に応じて配置予定技術者に対するヒアリングを行うこと等により、競争参加者

の評価を適切に行う。 

また、工事の性格等に応じて、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況

を確認するために入札説明書等に記載された要求要件の確実な実施の可否を審査・評

価する総合評価落札方式（施工体制確認型総合評価落札方式）の実施に努める。 

 

（入札不調・不落時の見積りの活用等） 

入札に付しても入札者又は落札者がなかった場合等、標準積算と現場の施工実態の

乖離が想定される場合は、以下の方法を適切に活用して予定価格を適切に見直すこと

により、できる限り速やかに契約を締結するよう努める。 

・入札参加者から工事の全部又は一部について見積りを徴収し、その妥当性を適切に

確認しつつ、当該見積りを活用することにより、積算内容を見直す方法 

・設計図書に基づく数量、施工条件や工期等が施工実態と乖離していると想定される

場合はその見直しを行う方法 

例えば不落の発生時には、上記の方法を活用し、改めて競争入札を実施することを

基本とするが、再度の入札をしても落札者がなく、改めて競争入札を実施することが

困難な場合には、談合防止や公正性の確保、発注者としての地位を不当に利用した受

注者に不利な条件での契約の防止の観点に留意の上、予算決算及び会計令（昭和２２

年勅令第１６５号）第９９条の２又は地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号

に基づく随意契約（いわゆる不落随契）の活用も検討する。 

 

（公正性・透明性の確保、不正行為の排除） 

公共工事標準請負契約約款（昭和２５年２月２１日中央建設業審議会決定・勧告）

に沿った契約約款に基づき、公正な契約を締結する。 

入札及び契約に係る情報については、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関

する法律（平成１２年法律第１２７号）第２章及び同法第１７条第１項による公共工

事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針（平成１３年３月９日閣議

決定）に基づき、適切に公表することとし、競争参加者に対し技術提案を求めて落札

                        

参考 
1）「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」（国土交通省） 
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者を決定する場合には、あらかじめ入札説明書等により技術提案の評価の方法等を明

らかにするとともに、契約締結後、早期に評価の結果を公表する。 

また、入札監視委員会等の第三者機関の活用等により、学識経験者等の第三者の意

見の趣旨に沿って、入札及び契約の適正化のため必要な措置を講ずるよう努めること

とし、第三者機関の活用等に当たっては、各発注者が連携し、都道府県等の単位で学

識経験者の意見を聴く場を設けるなど、運用面の工夫に努める。 

入札及び契約の過程に関する苦情は、各発注者が受け付けて適切に説明を行うとと

もに、さらに不服のある場合の処理のため、入札監視委員会等の第三者機関の活用等

により中立かつ公正に苦情処理を行う仕組みを整備するよう努める。 

談合や贈収賄、一括下請負といった不正行為については、当該不正行為を行った者

に対し指名停止等の措置を厳正に実施すること、談合があった場合における請負者の

賠償金支払い義務を請負契約締結時に併せて特約すること（違約金特約条項）等によ

り談合の結果として被った損害額の賠償の請求に努めることや建設業許可行政庁等へ

通知することで、発注者の姿勢を明確にし、再発防止を図る。 

また、入札及び契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭

和２２年法律第５４号）に違反する行為の疑いの事実があるときは、当該事実を公正

取引委員会に通知するとともに、必要に応じて入札金額の内訳書の確認や、入札参加

者から事情聴取を行い、その結果を通知する。なお、その実施に当たっては、公正取

引委員会が行う審査の妨げとならないよう留意する。 

 

（４）工事施工段階 

（施工条件の変化等に応じた適切な設計変更） 

施工条件を適切に設計図書に明示し、設計図書に示された施工条件と実際の工事現

場の状態が一致しない場合、設計図書に明示されていない施工条件について予期する

ことのできない特別な状態が生じた場合その他の場合において、必要と認められると

きは、適切に設計図書の変更及びこれに伴って必要となる請負代金の額や工期の適切

な変更を行う。 

また、労務、資材等の価格変動を注視し、賃金水準又は物価水準の変動により受注

者から請負代金額の変更（いわゆる全体スライド条項、単品スライド条項又はインフ

レスライド条項）について請求があった場合は、変更の可否について迅速かつ適切に

判断した上で、請負代金額の変更を行う。 

 

（工事中の施工状況の確認等） 

建設業法違反（一括下請負の禁止、技術者の専任義務違反、施工体制台帳の未整備

等）と疑うに足りる事実があるときは、建設業許可行政庁等に通知する。当該通知の

適切な実施のために、現場の施工体制の把握のための要領を策定し、必要に応じて公
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表するとともに、策定した要領に従って現場の施工体制等を適切に確認するほか、一

括下請負など建設業法違反の防止の観点から、建設業許可行政庁等との連携を図る。1） 

 工事期間中においては、その品質が確保されるよう、監督を適切に実施する。低入

札価格調査の基準価格を下回って落札した者と契約した場合等においては、適切な施

工がなされるよう、通常より施工状況の確認等の頻度を増やすことにより重点的な監

督体制を整備する等の対策を実施する。 

適正かつ能率的な施工を確保するとともに工事に関する技術水準の向上に資するた

め、出来形部分の確認等の検査やその他の施工の節目（不可視となる工事の埋戻しの

前など）において、必要な技術的な検査（以下「技術検査」という。）を適切に実施す

る。技術検査については、施工について改善を要すると認めた事項や現地における指

示事項を書面により受注者に通知する。 

この技術検査の結果は工事の施工状況の評価（以下「工事成績評定」という。）に反

映させる。 

 

（施工現場における労働環境の改善） 

労働時間の適正化、労働・公衆災害の防止、賃金の適正な支払、退職金制度の確立、

社会保険等への加入など労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めることに

ついて、必要に応じて元請業者の指導が図られるよう、関係部署と連携する。 

こうした観点から、元請業者に対し社会保険等未加入業者との契約締結を禁止する

措置や、社会保険等未加入業者を確認した際に建設業許可行政庁又は社会保険等担当

部局へ通報すること等の措置を講ずることにより、下請業者も含めてその排除を図る。 

下請業者や労働者等に対する円滑な支払を促進するため、支払限度額の見直し等に

よる前金払制度の適切な運用、中間前金払・出来高部分払制度や下請セーフティネッ

ト債務保証事業又は地域建設業経営強化融資制度の活用等により、元請業者の資金調

達の円滑化を図る。 

既に中間前金払制度を導入している場合には、発注者側からその利用を促すこと及

び手続の簡素化・迅速化を図ること等により、受注者にとって当該制度を利用しやす

い環境の整備に努める。 

 

（受注者との情報共有や協議の迅速化等） 

設計思想の伝達及び情報共有を図るため、設計者、施工者、発注者（設計担当及び

工事担当）が一堂に会する会議（専門工事業者、建築基準法（昭和２５年法律第２０

１号）第２条に規定する工事監理者も適宜参画）を、施工者が設計図書を照査等した

後及びその他必要に応じて開催するよう努める。 

また、各発注者は受注者からの協議等について、速やかかつ適切な回答に努める。 

変更手続の円滑な実施を目的として、設計変更が可能になる場合の例、手続の例、

工事一時中止が必要な場合の例及び手続に必要となる書類の例等についてとりまとめ

                        

参考 
1）「工事現場等における施工体制の点検要領」（国土交通省） 
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た指針の策定に努め、これを活用する。1） 

設計変更の手続の迅速化等を目的として、発注者と受注者双方の関係者が一堂に会

し、設計変更の妥当性の審議及び工事の中止等の協議・審議等を行う会議を、必要に

応じて開催するよう努める。 

 

 

（５）完成後 

（適切な技術検査・工事成績評定等） 

受注者から工事完成の通知があった場合には、契約書等に定めるところにより、定

められた期限内に工事の完成を確認するための検査を行うとともに、同時期に技術検

査も行い、その結果を工事成績評定に反映させる。 

技術検査については、施工について改善を要すると認めた事項や現地における指示

事項を書面により受注者に通知する。 

各発注者は、工事成績評定を適切に行うために必要となる要領や技術基準をあらか

じめ策定する。2） 

 

（完成後一定期間を経過した後における施工状況の確認・評価） 

工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて完成後の一定期間を経過した後

において施工状況の確認及び評価を実施するよう努める。 

 

 

（６）その他 

競争に参加しようとする者の負担を軽減し、競争性を高める観点から、入札及び契

約のＩＴ化の推進、入札及び契約に関する書類、図面等の簡素化・統一化を図るとと

もに、競争参加者の資格審査などの入札及び契約の手続の統一化に努める。 

                        

参考 
1）「工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）」（国土交通省 関東地方整備局） 
2）「請負工事成績評定要領」（国土交通省） 
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２．発注体制の強化等 

各発注者は、発注関係事務を適切に実施するための環境整備として、以下の事項に

取り組む。 

 

（１）発注体制の整備等 

（発注者自らの体制の整備） 

各発注者において、自らの発注体制を把握し、体制が十分でないと認められる場合

には発注関係事務を適切に実施することができる体制を整備するとともに、国及び都

道府県等が実施する講習会や研修を職員に受講させるなど国及び都道府県の協力・支

援も得ながら、発注関係事務を適切に実施することができる職員の育成に積極的に取

り組むよう努める。国及び都道府県は、発注体制の整備が困難な発注者に対する必要

な支援に努める。 

 

（外部からの支援体制の活用） 

各発注者において発注関係事務を適切に実施することが困難であると認められる場

合には、国及び都道府県による協力や助言等を得ることなどにより、発注関係事務を

適切に実施することができる者の活用に努める。 

また、地方公共団体等において国及び都道府県以外の者を活用し、発注関係事務の

全部又は一部を行わせることが可能となるよう、国及び都道府県は、公正な立場で継

続して円滑に発注関係事務を遂行することができる組織や、発注関係事務を適切に実

施することができる知識・経験を有している者を適切に評価することにより、発注関

係事務を適切に実施することができる者の選定を支援するとともに、その者の育成、

活用の促進に努める。 

 

 

（２）発注者間の連携強化 

（工事成績データの共有化・相互活用等） 

技術提案の適切な審査・評価、監督・検査、業務・工事成績評定等の円滑な実施に

資するため、各発注者間における要領・基準類の標準化・共有化に努めるとともに、

その他の入札契約制度に係る要領等についても、その円滑かつ適切な運用に資するた

め、地域発注者協議会等の場を通じて、各発注者間における共有化に努める。 

最新の施工実態や地域特性等を踏まえた積算基準等の各工事への適用が可能となる

ように、積算システム等の各発注者間における標準化・共有化に努める。また、新規
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参入を含めた建設業者の技術的能力の審査を公正かつ効率的に行えるよう、各発注者

が発注した工事の施工内容や工事成績評定、当該工事を担当した技術者に関するデー

タの活用に努める。 

工事成績評定については、評定結果の発注者間の相互利用を促進するため、各発注

者間の連携により評定項目、評定方法の標準化を進める。また、調査及び設計の特性

を考慮しつつ、業務の履行過程及び業務の成果に関する成績評定・要領等の標準化に

努める。 

各発注者は業務・工事の性格等を踏まえ、その成績評定に関する資料のデータベー

スを整備し、データの共有化を進める。 

 

（発注者間の連携体制の構築） 

各発注者は、本指針を踏まえて発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、

地域ブロック毎に組織される地域発注者協議会等に協力し、発注者間の情報交換や連

絡・調整を行うとともに、発注者共通の課題への対応や各種施策の推進を図る。 

また、地域発注者協議会等を通じて、各発注者の発注関係事務の実施状況等を把握

するとともに、それを踏まえて、各発注者は発注関係事務の適切かつ効率的な運用の

実施のために必要な連携や調整を行い、支援を必要とする市町村等の発注者は、地域

発注者協議会等を通じて、国や都道府県の支援を求める。 
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Ⅲ．工事の性格等に応じた入札契約方式の選択・活用について 

 

各発注者は、工事の発注に当たっては、本指針及びそれぞれの技術力や発注体制を踏まえ

つつ、工事の性格や地域の実情等に応じて、多様な入札契約方式の中から適切な入札契約方

式を選択し、又は組み合わせて適用するよう努める。1） 

１．多様な入札契約方式の選択の考え方及び留意点 

（１）契約方式の選択 

（契約方式の概要） 

主な契約方式（契約の対象とする業務及び施工の範囲の設定方法）は、以下のとお

りである。 

（ａ）事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式 

・工事の施工のみを発注する方式 

別途実施された設計に基づいて確定した工事の仕様によりその施工のみを発

注する方式 

・設計・施工一括発注方式 2） 

構造物の構造形式や主要諸元も含めた設計を施工と一括して発注する方式 

・詳細設計付工事発注方式 2） 

構造物の構造形式や主要諸元、構造一般図等を確定した上で、施工のために必

要な仮設をはじめ詳細な設計を施工と一括して発注する方式 

・設計段階から施工者が関与する方式（ＥＣＩ※１方式） 

設計段階の技術協力実施期間中に施工の数量・仕様を確定した上で工事契約を

する方式（施工者は発注者が別途契約する設計業務への技術協力を実施） 

※１ Early Contractor Involvement の略 

・維持管理付工事発注方式 

施工と供用開始後の初期の維持管理業務を一体的に発注する方式 

（ｂ）工事の発注単位に応じた契約方式 

・包括発注方式 

既存施設の維持管理等において、同一地域内での複数の種類の業務・工事を一

つの契約により発注する方式 

・複数年契約方式 

継続的に実施する業務・工事に関して複数の年度にわたり一つの契約により発

注する方式 

 

 

 

                        

参考 
1）「入札契約方式の適用に関するガイドライン（仮称）」（国土交通省作成） 

2）「設計・施工一括及び詳細設計付工事発注方式実施マニュアル（案）」（国土交通省） 
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（ｃ）発注関係事務の支援対象範囲に応じた契約方式 

・ＣＭ方式 1）※1 

対象事業のうち工事監督業務等に係る発注関係事務の一部又は全部を民間に

委託する方式 

※1 Construction Management の略 
・事業促進ＰＰＰ方式※2 

調査及び設計段階から発注関係事務の一部を民間に委託する方式（事業促進を

図るため、官民双方の技術者が有する多様な知識・豊富な経験の融合により、

調査及び設計段階から効率的なマネジメントを行う方式） 

※2 Public Private Partnership の略 
 

（契約方式の選択の考え方） 

契約方式の選択に当たっては、以下のような点を考慮する。 

・事業・工事の複雑度 

－「事業・工事に係る制約条件について、確立された標準的な施工方法で対応

が可能であるか」 

－ 「民間の優れた施工技術を設計に反映することで課題の解決を図ることが可

能であるか」等 

・施工の制約度 

－「施工困難な場所、工期及びその他の要因（コスト、損傷内容・程度等）に

対応するために、施工者の技術を設計に反映することが、対象とする事業・

工事にとって有益であるか」 

「施工者の技術を設計に反映する際に、発注者が施工者の技術、現場状況等

を踏まえながら設計に関与する必要があるか」等 

・設計の細部事項の確定度 

－「施工者提案による特殊な製作・施工技術を反映する必要があるか」等 

・工事価格の確定度 

－「現地の詳細な状況が把握できないため、施工段階で相当程度の設計変更が

想定されるか」等 

・その他発注者の体制・工事の性格等 

－ 選択した契約方式に応じて、発注者が施工者からの技術提案の妥当性等を

審査・評価する必要があることから、発注者のこれまでの発注経験（実績）

や体制も考慮し、契約方式を選択することが望ましい。 

－ また、設備工事等に係る分離発注については、発注者の意向が直接反映さ

れ施工の責任や工事に係るコストの明確化が図られる等当該分離発注が合

理的と認められる場合において、工事の性格、発注者の体制、全体の工事の

コスト等を考慮し、その活用に努める。 

 

                        

参考 
1）「国土交通省直轄事業における発注者支援型ＣＭ方式の取組み事例集（案）」（国土交通省） 
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（２）競争参加者の設定方法の選択 

（競争参加者の設定方法の概要） 

競争参加者を設定する方式（契約の相手方を選定する際の候補とする者の範囲の設

定方法）は、以下のとおりである。 

・一般競争入札 

資格要件を満たす者のうち、競争の参加申込みを行った者で競争を行わせる方式 

・指名競争入札 

発注者が指名を行った特定多数の者で競争を行わせる方式 

・随意契約 

競争の方法によらないで、発注者が任意に特定の者を選定して、その者と契約

する方式 

 

（競争参加者の設定方法の選択の考え方） 

競争参加者の設定方法の選択に当たっては、原則として一般競争入札を選択する。

ただし、以下に示す点についても考慮する。 

－ 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付す

る必要がない場合又は一般競争に付することが発注者に不利となる場合の

指名競争入札の活用 

－ 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、競争に付することが発注者に

不利となる場合又は災害時の応急的な復旧工事等のように緊急の必要によ

り競争に付することができない場合の随意契約の活用 

－ 契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合の指名競

争入札又は随意契約の活用 

 

地方公共団体は、地方自治法施行令で定める場合に指名競争入札又は随意契約によ

ることができるとされており、上記と同様の考え方により活用を考慮する。 

 

 

（３）落札者の選定方法の選択 

（落札者の選定方法の概要） 

落札者を選定する主な方式（契約の相手方の候補とした者から、契約の相手方とす

る者を選定する方法）は、以下のとおりである。 
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（ａ）落札者の選定の基準に関する方式 

・価格競争方式 

発注者が示す仕様に対し、価格提案のみを求め、落札者を決定する方式 

・総合評価落札方式 1） 

技術提案を募集するなどにより、入札者に、工事価格及び性能等をもって申込

みをさせ、これらを総合的に評価して落札者を決定する方式 

・技術提案・交渉方式 2） 

技術提案を募集し、最も優れた提案を行った者と価格や施工方法等を交渉し、

契約相手を決定する方式 

（ｂ）落札者の選定の手続に関する方式 

・段階的選抜方式＊１ 

競争に参加しようとする者に対し技術提案を求める方式において、一定の技術

水準に達した者を選抜した上で、これらの者の中から提案を求め落札者を決定

する方式 
＊１本方式の実施に当たっては、恣意的な選抜が行われることのないよう、その

運用について十分な配慮を行う。なお、本方式は選定プロセスに関する方式で

あり、総合評価落札方式、技術提案・交渉方式とあわせて採用することができ

る。 

 

（落札者の選定方法の選択の考え方） 

落札者の選定方法の選択に当たっては、以下のような点を考慮する。 

・価格以外の要素の評価の必要性 

－「施工者の能力により工事品質へ大きな影響が生じるか」 

－「工事品質の確保や担い手の中長期的な育成・確保のために、技術提案を求

めるなどにより、価格と性能等を総合的に評価することが望ましいか」等 

・仕様の確定の困難度 

 

 

（４）支払い方式の選択 

（支払い方式の概要） 

主な支払い方式（業務及び施工の対価を支払う方法）は、以下のとおりである。 

・総価請負契約方式 

工種別の内訳単価を定めず、総額をもって請負金額とする方式 

・総価契約単価合意方式 3） 

                        

参考 
1）「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」（国土交通省） 
2）「技術提案・交渉方式に関するガイドライン（仮称）」（国土交通省作成） 

3）「総価契約単価合意方式の実施について」（国土交通省） 
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総価で工事を請け負い、請負代金額の変更があった場合の金額の算定や部分払

金額の算定を行うための単価等を前もって協議し、合意しておくことにより、

設計変更や部分払に伴う協議の円滑化を図ることを目的として実施する方式 

・コストプラスフィー契約・オープンブック方式 

工事の実費（コスト）の支出を証明する書類とともに請求を受けて実費精算と

し、これにあらかじめ合意された報酬（フィー）を加算して支払う方式 

・単価・数量精算契約方式 

工事材料等について単価を契約で定め、予定の施工数量に基づいて概算請負代

金額を計算して契約し、工事完成後に実際に用いた数量と約定単価を基に請負

代金額を確定する契約 

 

（支払い方式の選択の考え方） 

支払い方式の選択に当たっては、以下のような点を考慮する。 

・工事進捗に応じた支払い 

－「工事の進捗に応じた支払いの実施が想定されるか」等 

・煩雑な設計変更 

－「煩雑な設計変更が発生することが想定されるか」等 

・コスト構造の透明性の確保 

－「材料費、労務費等の全てのコストの構成を明らかにすることが求められる

か」等 



 

19 
 

２．公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保 

に資する入札契約方式の活用の例 

（１）地域における社会資本を支える企業を確保する方式 

防災・減災、社会資本の適切な維持管理などの重要性が増してきている中で、地

域においては、災害対応を含む地域における社会資本の維持管理を担う企業が不足

し、安全・安心な地域生活の維持に支障が生じる恐れがある。 

地域における社会資本を支える企業を確保する方式として、以下のような対応例

が考えられる。 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて災害時の工事実施体制の確保

の状況等を考慮するなど、競争性の確保に留意しつつ、適切な競争参加資格を

設定 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて災害時の工事実施体制の確保

の状況や近隣地域での施工実績などの企業の地域の精通度等を評価項目に設定 

・複数年契約、包括発注、共同受注等の地域における社会資本の維持管理に資する

方式（地域維持型契約方式）を活用 

 

（２）若手や女性などの技術者の登用を促す方式 

豊富な実績を有していない若手技術者や女性技術者が実績を積む機会が得られ

にくくなったことにより、建設生産を支える技術・技能の承継が行われず、将来的

な工事品質の低下、担い手の中長期的な育成・確保に関する懸念がある。 

豊富な実績を有していない若手や女性などの技術者の登用を促す方式として、

以下のような対応例が考えられる。 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、豊富な実績を有していない若手や女性など

の技術者の登用も考慮して施工実績の要件を緩和するなど、適切な競争参加資

格を設定 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、豊富な実績を有していない若手や女性など

の技術者の登用も考慮し、必要に応じて施工実績の代わりに施工計画を評価す

るほか、主任技術者又は監理技術者以外の技術者の一定期間の配置や企業によ

るバックアップ体制を評価するなど、適切な評価項目を設定 

 

（３）維持管理の技術的課題に対応した方式 

既存構造物の補修において、その補修の設計段階では対象構造物の損傷状況等の

詳細が把握できないために工事の仕様・数量が想定と異なったり又は確定できず、

施工段階となって補修設計の修正や工事の設計変更への対応が多くなる。 
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また、新設の設備工事等において、維持管理を念頭においた設計・施工（製造）

の実施や、引渡後の不具合発生への迅速な対応を図る必要がある。 

維持管理の技術的課題に対応する方式として、以下のような対応例が考えられる。 

・既存構造物の補修における設計段階からの施工者の関与 

・補修設計を実施した者の工事段階での関与 

・施工と維持管理の一体的な発注 

 

（４）発注者を支援する方式 

発注者の能力を超える一時的な事業量の増加や発注頻度が低く技術的難易度が

高い工事への対応等により、適切な発注関係事務の実施が困難となる場合がある。 

発注者を支援する方式として、以下のような対応例が考えられる。 

・ 対象事業のうち工事監督業務等に係る発注関係事務の一部又は全部を民間に委

託 

・ 調査及び設計段階から発注関係事務の一部を民間に委託（事業促進を図るため、

官民双方の技術者が有する多様な知識・豊富な経験の融合により、調査及び設

計段階から効率的なマネジメントを行う） 

 

なお、Ⅲ.２（１）～Ⅲ.２（４）の入札契約方式の活用に当たっては、透明性、

公正性及び競争性を確保する。 
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Ⅳ．その他配慮すべき事項 

 本指針の記載内容について、各発注者の理解、活用の参考とするため、具体的な取組事例

や既存の要領、ガイドライン等を盛り込んだ解説資料を作成することとしており、適宜参照

の上、発注関係事務の適切な実施に努める。 

 また、本指針を踏まえ、国の機関が要領、ガイドライン等を作成した場合はこれも参照す

ることとする。 

 




